
         
  

 

   

 

本校では、小学校・中学校の通常学級に在籍し、聴覚に障がいがある小学生・中学
生を対象に、「通級による指導」を行っています。 

 

「通級による指導」とは？ 
  小・中学校の通常学級に在籍する、障がいのある児童・生徒に対して、各教科等の指導については
通常学級で行いつつ、障がいの状況に応じた特別の指導を特別の場（通級指導教室）で行う教

育の形態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

     

 
児童・生徒がよりよい学校生活を送ることができるように、気持ちを受け

止め、保護者・在籍校と連携しながら（面談等での情報交換、就学や進路
等の情報提供や相談、在籍校での理解学習等）支援していきます。 
 

 

 
 

 

〈お問い合わせ〉            
 

島根県立松江ろう学校       HPはこちら 

〒690-0121  
松江市古志町 191-6 

TEL : 0852-36-7222  

FAX : 0852-36-7223 

ﾒｰﾙ：matsuero@pref.shimane.lg.jp 

 

指導の対象 

  聴覚障がいにより、きこえやことばに関する指導や支援が必要な、県東部の小・中

学校の通常学級に在籍する児童・生徒 

指導の場 

・在籍校での指導（個別指導） 

   通級担当教員が小学校・中学校に訪問します。 

・松江ろう学校での指導（個別指導・小グループ指導） 

   児童・生徒に来校していただきます。 

指導回数 

週１回～月２回程度 （児童・生徒の実態等により、相談して決めます） 

指導内容 

＊きこえに関すること（聴力測定、補聴器の点検・管理、聴覚学習等）               

＊コミュニケーションやことばに関すること   

＊障がい認識に関すること    等 
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